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加算税の免除規定に示される「調査があったことにより当該国税について」更正（又

は決定・告知）が「あるべきことを予知してされたものでないとき」（国税通則法 65

⑤、66③、67②）の解釈を巡っては、これまでも多くの議論がなされてきた。 

筆者は、しばしば議論される同規定の「調査」概念について、その趣旨である更正

予知の意味するところから、納税者が予知し得る「調査」を指すと解すべきとの見解

を示す。すなわち、国税通則法 24 条の「調査」とその範囲は異ならないとしつつも、

かかる「調査」が納税者によって予知し得るものか否かがスクリーンにかけられる必

要があるとするのである。そして、かような理解が二段階要件説からの離脱ではない

と位置付けた上で、反面調査や机上調査などの内部調査が加算税免除規定の「調査」

に含まれるか否かといった論点に対しての結論を導出する。 

他にも、例えば、管内反面調査先の不正を発見した場合の更正予知については、税

務署長に課される是正義務の存在が本調査への切り替えの可能性を意味するとし、

「調査」と解すべきとするが、このことはこれまで議論されてきた更正権限の有無で

判断を行う考え方を新たな視点で肯定する見解であるといえよう。加えて、他税目担

当職員による調査や、国税査察官による調査、他署管内調査官による税務調査などが

「調査」に含まれるか否かなどの論点においても更正権限の射程範囲に基礎を置く見

解に左袒する。 

また、更正予知の時期については、調査着手説を基礎としつつも端緒把握説に歩み

寄りを見せており、加算税通達の採る見解に与している。 

筆者が行う再点検は新たな視点を提起するものと思われる。 

（税大ジャーナル編集局） 
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はじめに 

近年、加算税を巡る訴訟事案が租税法上の議

論として取り上げられることが増えているよう

に思われる。 

国税通則法 65 条 5 項の加算税免除規定の一

つである「更正の予知」についても、最近この

規定の解釈を巡っての議論がいくつかの租税専

門誌に掲載された。いわゆるルノアール事件と

も呼ばれる事件（東京高裁平成 14年 9月 17日

判決（後述））である。かかる事件を契機にして、

近時、国税通則法 65 条 5 項の「調査」の意味

などに係る解釈論が議論されている。 

本稿は、国税通則法 65 条 5 項にいう「更正

の予知」を巡る解釈論を概観し、一定の整理を

つけることを目的とするものである。これまで

多くの場面で議論されてきた「更正の予知」の

考え方に再考を加えるというのが本稿の目的で

ある。各論としては、例えば、「調査があったこ

とにより」とする規定の「調査」が何を示すの

か。反面調査や机上調査はこれに含まれるのか

否かという問題がある。他署管内の調査官によ

る税務調査はここにいう「調査」に含まれるの

か。個人納税者が法人税担当の税務職員による

調査を受けて修正申告を提出した場合に、国税

通則法 65 条 5 項の適用はあるのか。国税査察

官による「調査」がこれに含まれるのか。この

ように、いくつかの具体的疑問点が惹起される

のである。 

本稿では、主に過少申告があった場合の自主

修正に焦点を当て、かような論点を整理し、今
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後の更なる発展的な議論に資する整理をすると

ともに若干の所見を示すことを目指したい。 

 

Ⅰ 更正の予知 

1 国税通則法 65条 5項の規定振り 

修正申告書の提出が、「申告に係る国税につ

いて調査があったことにより当該国税について

更正があるべきことを予知してされたものでな

いとき」には過少申告加算税は課されない（通

則法 65⑤）。更正があるべきことを予知してさ

れたものでない修正申告に過少申告加算税を賦

課しないというのは、申告納税制度の普及を図

るために自発的な修正申告を奨励することが目

的であると、一般的に説明されている1。 

加算税制度は申告納税制度を担保するため

に設けられた制度であるが、加算税の賦課が納

税者の申告義務不履行に対する制裁的措置であ

るとも解し得るのに対し2、更正予知のない修正

申告に加算税を賦課しないこととしているのは

申告内容の自発的是正処理を促す措置であると

みることができるかも知れない。この辺りにつ

いては、もう少し考察を加えよう。 

  

2 更正予知のない修正申告に加算税を課さな

い理由 

更正予知のない修正申告に加算税を課さな

い理由については、次にいくつかの判決におけ

る説示を示しておきたい。 

まず、和歌山地裁昭和50年6月23日判決（税

資 82号 70頁）3は、「税務当局の徴税事務を能

率的かつ合理的に運用し、申告の適正を維持す

るため、税務当局において先になされた申告が

不適法であることを認識する以前に、納税義務

者が自発的に先の申告が不適法であることを認

め、あらたに適法な修正申告書を提出したとき

には、これに対し右加算税を賦課しないことと

されている」と判示している。また、東京地裁

昭和 56年 7月 16日（行裁例集 32巻 7号 1056

頁）4は、「『申告に係る国税についての調査があ

ったことにより当該国税について更正があるべ

きことを予知』することなく自発的に修正申告

を決意し、修正申告書を提出した者に対しては

例外的に加算税を賦課しないこととし、もって

納税者の自発的な修正申告を歓迎し、これを奨

励することを目的とするものというべきであ

る。」としているし、東京地裁平成 7年 3月 28

日判決（訟月 47巻 5号 1207頁）5も、「同項は、

自発的に修正申告を決意し、修正申告書を提出

した者に対しては、例外的に過少申告加算税を

賦課しないこととすることにより、納税者の自

発的な修正申告を奨励することを目的とするも

のであると解することができる。」と判示してい

る。 

これらの説示によると、更正予知のない修正

申告に加算税を課さない理由は、「自発的な修正

申告」を歓迎することにある。したがって、自

発的に修正申告を行う決意があることを必要と

するのであれば、その「自発」の意味するとこ

ろを考える必要がありそうである。この規定を

一種の自首減刑に類するとする見解もあるが6、

自発性という点を強調するとこのような見解に

辿り着くようにも思われる。 

これに対して、大阪地裁昭和 29 年 12 月 24

日判決（行裁例集 5巻 12号 2992 頁）7は、「法

人税法が基本的に申告納税主義を採っており、

なお脱税の報告者に対する報償金の制度を採用

しているところなどから考え、当該法人に対す

る政府の調査により更正又は決定のあるべきこ

とを予知したものでなく、その調査の前に、即

ち政府に手数をかけることなくして自ら修正又

は申告をした者に対しては、過少申告加算税額、

無申告加算税額、重加算税額の如きもこれを徴

収せず、政府の調査前における自発的申告又は

修正を歓迎し、これを慫慂せんとして右の如き

規定となったものと解するのが相当であるから、

右被告の主張はこれを採用することはできない。

（下線は筆者による）」とする。かように、国税

通則法 65 条 5 項の趣旨を政府に手数をかける

ことなくして自ら申告の是正を行うことを歓迎

するという意味を読み取る判決もある。なお、

かかる判決では後述する二段階要件説のリーデ

ィングケースとしても位置付けられる重要な判

断も示されている。 

国税通則法では、国税当局が更正をするため

には、同法 24 条の「調査」を経なければなら

ないこととされているが、かかる見解では、こ

の「調査」を経ないで自ら修正申告を自主的に

行った場合には、「政府に手数をかけることな

く」申告の是正が行われたので、加算税を例外

的に免除するという趣旨であると考えられる。
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そうであるとすると、問題は、政府がその更正

処分をするための「調査」をせずに更正処分と

同様の申告是正手続である修正申告書が提出さ

れたかどうかに注目すべきということにもなろ

う。 

このように、更正予知のない修正申告に加算

税を課さない理由としては、納税者による自発

的是正処理を促すことにあるとする考え方と、

更にそれを発展させて、政府に手数をかけるこ

となくして是正を行うことを歓迎する点にある

とする考え方があり得る。 

これらいずれの立場を採るべきかについて

は、更に分説した見解も考えられるし、後述す

る「更正の予知」の時期の問題とも大きく関わ

るところであるが、差し当たり、ここでは、こ

れらを止揚したところで理解することができる

としておこう。このような見方は、例えば、自

首減刑が改悛による非難可能性の減少と捜査･

処罰を容易にするという政策的理由とを同時に

根拠としているということにも通じ得るかも知

れない8, 9。 

 

3 主張･立証責任 

更正があるべきことを予知して提出された

修正申告書でないことの主張･立証責任は果た

してどちらにあるのであろうか。この点につい

ては、本稿の主題から若干離れるため簡単に触

れるに留めよう。 

前述の東京地裁昭和 56 年 7 月 16 日判決は、

「修正申告書の提出が更正があるべきことを予

知してされたものでないときに例外的に加算税

を賦課しないこととした前記法条の趣旨からす

れば、右の点については、調査により更正があ

るべきことを予知して修正申告がされたもので

ないことの主張･立証責任が原告にあるという

べきである。」と判示している。 

このように、調査により更正があるべきこと

を予知して修正申告がなされたものでないこと

の主張･立証責任は原告側にあると示されてお

り、妥当な判断であるといえよう。 

 

Ⅱ 国税通則法 65条 5項にいう「調査」 

1 二段階要件説と国税通則法 65条 5項の「調

査」 

(1) 二段階要件説 

国税通則法 65 条 5 項の解釈によっては、調

査が行われていても行われていなくても「調査

により更正がなされる」ということを納税者が

予知していればよいという理解もあり得なくは

ない。 

国税通則法 65条 5項は、「修正申告書の提出

があった場合において、その提出が、その申告

に係る国税についての『調査があったことによ

り』当該国税について『更正があるべきことを

予知してされたものでないとき』は、適用しな

い。」と規定している。そこでは、過少申告加算

税を課さない 1 つ目の要件として、「調査があ

ったこと」が必要であり、更に、「更正があるべ

きことを予知してなされたものでないとき」と

いう 2 つ目の要件が必要とされている。この 2

つの要件をそれぞれ別々の要件として見るのか

見ないのかという点が議論された時期があるが、

これを別々の要件として、2 つの要件を踏んだ

上で初めて更正予知になると解するのが通説で

あり、二段階要件説と言われている。 

この点については、前述の大阪地裁昭和 29

年 12月 24日判決が参考となる。この事件にお

いて、被告税務署長は、当時の規定にいう「法

人に係る政府の調査に因り」というのは、更正

又は決定の修飾語的な意味での用法にすぎず、

修正申告書の提出前に政府の調査が開始された

かどうかは問題ではないと主張した。これに対

して、大阪地裁は、「右の規定は、被告主張の通

りとすれば特に『法人に係る政府の調査により』

なる辞句を加える必要はないように考えられ

る」としている。 

このように、大阪地裁は、「調査により」を

修飾上の字句と捉えるのではなく、一定の意味

があるとしたのである。この判決の考え方を基

礎に置くとすれば、「調査」の有無の問題を 1 つ

解決し、その次に「更正の予知」があったのか

なかったのかといった2つ目の問題を解決する

という二段階の要件の充足性を判断していくこ

とになる。 

前述のとおり、政府の手を煩わせなかったこ

とに国税通則法 65 条 5 項の趣旨を読み解くこ

とができるとすると、ここにいう「調査」とは、

納税者が予知した「調査」ではなく、実際に政

府が手数をかけた「調査」ということになる。 

後述するが更正の予知を調査着手説に近づ
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けて考えていく立場に対しては、この二段階要

件説を軽視しているという批判も惹起されるが、

私見としては、「調査」は当然に必要であるとし

た上で、納税者がどのような認識を形成し得る

かという点を議論することこそが、二段階要件

説においても要請されているのではないかと考

える。 

  

(2) 国税通則法 65条 5項にいう「調査」の意義 

果たして国税通則法 65 条 5 項の「調査」と

は何かという問題がある。 

国税通則法 24 条も「調査」といった文言を

使用している。大阪地裁昭和 45 年 9月 22日判

決（行裁例集 21 巻 9 号 1148 頁）は、「通則法

24 条にいう調査とは、被告 S 税務署長の主張

するように、課税標準等または税額等を認定す

るに至る一連の判断過程の一切を意味すると解

せられる。すなわち課税庁の証拠資料の収集、

証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実

の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て

更正処分に至るまでの思考、判断を含むきわめ

て包括的な概念である。」と説示しており、この

判決を基礎に考えると、机上調査や準備調査の

ような外部からは認識し得ない税務官庁内部の

調査手続もそこに含まれると解されよう。 

すなわち、判決において、国税通則法 24 条

にいう「調査」とは、課税標準等又は税額等を

認定するに至る一連の判断過程の一切を意味す

るとされているように、課税庁の証拠資料の収

集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件

事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を

経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極

めて包括的な概念であると理解すべきであろう。

けだし、ここにいう「調査」とは、更正処分の

前提としての手続であるから税務当局における

行政判断の形成過程を包括的に包蔵する概念で

あると位置付けるべきであるからである。した

がって、国税通則法 24 条に規定する「調査」

を広範なものと説示するこの判断は妥当である

し、かかる説示を前提とすると、外部調査だけ

ではなくて机上調査や準備調査、税務署若しく

は国税局で行っているような調査自体、外部か

ら認識し得ないような税務官庁内部の調査手続

もここに包含されることになろう（以下では、

税務官庁内で行われる調査を「内部調査」、税務

官庁の外で行われる調査を「外部調査」という。）。 

もっとも、これはあくまでも国税通則法 24

条の「調査」の範囲の問題であるが、同法 65

条 5 項にいう「調査」とは、果たして同法 24

条の広範な「調査」と同意に解釈すべきかどう

かという論点が惹起される。これについては見

解が分かれ得る。 

まず、国税通則法という同じ法律の中に規定

されている「調査」という文言を別意に解釈す

る根拠はないという主張があり得る。例えば、

「『調査』とは、課税要件事実の充足を認識し、

租税債務の範囲を確認するための課税庁のあら

ゆる行為を総称すると定義することができる。」

という見解のようにである10。 

反対に、国税通則法 65条 5項の「調査」は、

同法 24 条にいう「調査」ほど広いものではな

いという見解もあり得よう。例えば、「通則法

65条 5項にいう調査とは、納税者に知らされな

い机上調査や反面調査のごときは、納税者自身

が調査の有無を認識することは不可能であるこ

とから、このような調査は含まれないといえ

る。」という見解がそれである11。 

これらのいずれの説を採用しても、その調査

によって納税者が更正を予知するという認識の

有無が過少申告加算税の免除要件とされている

以上、その前提となる調査とは、結局は、当該

納税者によって認識される調査である必要があ

るのではないかとも思える12。私見としては、

二段階要件説においても、結果的には、かかる

「調査」というのは更正の予知の前提となるもの

でなければならず、外部から窺い得るものであ

る必要があるという点を意識した考察が要請さ

れるのではないかと考える。 

 

(3) 具体的事例 

税務職員が申告書等を精査検討して納税者

の過少申告を発見し連絡をしたような場合、国

税通則法 65 条 5 項の規定の適用については、

どのように考えるべきであろうか。この点につ

いて議論された事件として、大阪高裁平成 2年

2月 28 日判決（税資 175号 976頁）13 がある。

大阪高裁は、「被控訴人担当職員が、各確定申告

書を検討して控訴人の過少申告を発見し、昭和

61 年 8 月から 9 月始めにかけて 2 度にわたり

控訴人の妻 A に電話をし、控訴人の昭和 60 年
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度分の所得税の申告には資産所得合算制度の適

用があることを説明し、これによって初めて本

件過少申告を知った控訴人とAに修正申告を促

したところ、これに応じた右両名がそれぞれ…

昭和 60 年度分の所得税の修正申告をなしたも

のであり、仮に、右両名が、右修正申告をしな

ければ、被控訴人は更正を行ったであろうこと

が明らかであるから、本件修正申告書の提出は、

その申告に係る国税についての調査があったこ

とにより当該国税について更正があるべきこと

を予知してなされたものといえる。控訴人は、

本件における被控訴人担当職員の行為が国税通

則法 65 条 5 項の『調査』にあたらない旨主張

するが、右のとおり確定申告書を精査検討して

控訴人の過少申告を発見することは、右『調査』

に該当するといえる。」と判示して、同法 65条

5 項の「調査」の範囲を同法 24 条にいう「調査」

のように広く解釈している。 

また、国税不服審判所平成 8 年 9 月 30 日裁

決（裁決事例集 52号 31頁）14 では、請求人が、

「通則法第 65条第 5項の『調査』とは、課税庁

の内部調査は含まれず、確定申告後、又は、確

定申告期限後における、臨場調査、面接調査な

ど外部からこれを認識できる具体的調査をいい、

単に日時の照会の事前通知、問題事項がある場

合の呼出通知等をもって調査があったことには

ならない」という旨の主張をしたのに対して、

「通則法第65条第5項に規定する『調査』とは、

課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに

至る一連の判断過程の一切を意味するものであ

り、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価ある

いは経験則を通じての課税要件事実の認定、租

税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に

至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概

念であると解するのが相当であるから、課税庁

が確定申告書を検討して納税者の過少申告を把

握し、これを当該納税者に連絡したような場合

は、『調査があったこと』に該当するものと解す

べきものである。」としている。 

この判断は、前述の大阪地裁昭和 45 年 9 月

22 日判決と同旨であると思われる。すなわち、

「…物件の…の点についてお尋ねしたい」とか、

「…の点について説明したい事項がある」などと

質問事項あるいは指摘事項を個別具体的に示し

た上で税務署に来署を依頼するといういわゆる

来署依頼が発出される場合には、納税者におい

ても、申告内容を税務署の職員が既に調査検討

したことを窺い得ることができるのではないか

と思われる。更にいえば、その旨は連絡されて

いるので、ここにいうところの調査は既に納税

者の知るところでもあったと裁決されており、

これは注目に値するといえよう。この点につい

ては、後述する。 

更に、国税不服審判所平成 9 年 9 月 30 日裁

決（裁決事例集 54号 72頁）15では、請求人が、

「本件地価税申告書の提出までの経緯及び請求

人に対して具体的な調査等が行われておらず、

申告書の提出の有無について電話で確認が行わ

れたにすぎないことからすると、『調査があった

ことにより決定があるべきことを予知してされ

たものでないとき』に該当する」と主張したの

に対して、「通則法第66条第3項で規定する『調

査』とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等

を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味

するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証

拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事

実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経

て決定に至るまでの検討、判断を含めて極めて

包括的な概念であると解されている。したがっ

て、『調査』とは、実地調査等の納税者に対する

直接的かつ具体的な、いわゆる外部調査はもち

ろんのこと、申告指導のような納税者が課税庁

における検討を認識することができる程度の手

続も調査の範囲に含まれると解するのが相当で

ある。」としている。 

このように国税通則法 24 条の「調査」に包

摂されるような内部調査であっても、同法 65

条 5項にいう「調査」に含めるとする判断も示

されている。また、神戸地裁昭和 58年 8月 29

日判決（税資 133号 521頁）では、自発的に納

税者が修正申告をしたものではないという点を

強調し、「原告は、本件確定申告の誤りを発見し

た U 税務署の担当職員からの呼出しに応じて

出頭し、その場で計算の誤りを指摘された結果、

本件修正申告を行ったものであるから、本件修

正申告書の提出は、原告が自発的に行ったもの

ということはできない。」として、国税通則法

65条 5項の規定の適用が排斥されている16。 
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(4) 国税通則法 65条 5項の「調査」と納税者の

認識 

国税通則法 65 条 5 項にいう「調査」とは、

所得金額の計算の基礎となった事実とか、法令

の解釈適用に係る誤りの個別具体的な指摘を意

味するのではなく、これらの有無を確認する目

的でする質問であるとか、検討などのすべてを

意味し、調査全般を示すと考えられるので、臨

場調査、反面調査に限らず、更正の請求があっ

た場合の調査、予定納税の減額申請があった場

合の調査、純損失の繰り戻しによる還付請求に

基づく調査、異議申立てに基づく調査、申告書

の精査検討といったものが包摂されると考えら

れる17。 

税務調査においては、一般に、当該納税者に

対する実地調査の事前に若しくは併行して取引

先調査、銀行調査、概況調査、同業種調査等が

行われることが多いが、そのことを納税者が了

知している場合には、事前通知や照会･呼出しの

段階であっても、「調査があったこと」に該当す

ると解すべきではないかと考えられる。特に、

最近のようにいわゆる調査の接触率が低下して

いる現状においては、いわば“バレモト”的に過

少申告をしておき、実地調査の事前通知があっ

た時に直ぐに修正申告を行えばいいのだという

ことになっては、加算税制度の趣旨を没却する

ことにもなりかねない。納税者がどこまで予知

していたか、あるいは外部から窺い得る状況に

あったかという事実関係いかんによっては、「事

前通知」、「呼出」又は「照会」の前の精査検討

自体が「調査があったこと」に該当することも

あると理解すべきであろう。 

この理解は、「調査」の範囲を国税通則法 24

条と同義として捉えつつも、同法 65 条 5 項の

「調査があったことにより」の理解を納税者の認

識レベルで捉えることによって、同法 24 条の

対象とする「調査」から、納税者の認識し得な

い類の調査を排除するという解釈論上の試みで

ある。もう少し正確にいえば、先に示した国税

通則法 65 条 5 項の「調査」を外部調査のみに

こだわる見解は、内部調査が納税者に認識し得

ない調査であってこれを含むと結果的に納税者

に認識し得ない「調査」が混在することになる

ということを避けるために同法 24条と同法 65

条 5項の「調査」を異なるとするのであって必

ずしも正確な議論ではないように思われる。 

また、外部調査であっても外観調査のように

納税者に認識し難い「調査」がある反面、内部

調査ではあっても「架電」による聞取り調査の

ように納税者が認識し得る「調査」もある。さ

すれば、内部調査であるか外部調査であるかと

いうことよりも、納税者が認識し得る調査かど

うかこそが問題となるのであるから、外部調査

のみをいうといった結論をわざわざ導出して外

部調査であっても納税者が認識し得ない調査に

ついてどのように考えるべきかという新たな問

題を惹起することは無意味であろう。 

更に大きな問題として、国税通則法 24 条の

「調査」と同法 65条 5項の「調査」を別異に解

することとすると、同じ法律上の概念であるの

にその解釈を異にすることが法的安定性や予測

可能性に反するという問題がある。また、かよ

うな解釈の文理上の説明が明確にされないとい

う問題も指摘され得るのである18。 

かように考えると、結論的には多くの外部調

査が対象となり、多くの内部調査が対象とはな

らないとしても、外部調査－内部調査の切り口

から国税通則法24条と同法65条5項の「調査」

を一致しないとする見解に与することはできな

い。私見は、同じ法律上の概念は同義に解する

ことによって法的安定性や予測可能性を維持し

つつ、文理解釈としては「調査があったこと」

の解釈によって、広範な国税通則法 24条の「調

査」のうち納税者によって「調査があったこと」

を認識し得るもののみが同法 65 条 5 項の対象

と理解すべきではないかとの所見である。かよ

うに解したとしても、二段階要件説に反するわ

けではない。 

前述の国税不服審判所平成 8 年 9 月 30 日裁

決は、「通則法第 65条第 5項に規定する『更正

があるべきことを予知してされたものでないと

き』に該当するというためには、納税者が確定

申告書の提出後、何らかの事由によって、先に

申告した所得金額が過少申告であり、修正申告

書を提出しなければならないことを認識し、こ

れを決意したとしても、その決意は単に内心に

とどまるものでは足りず、客観的に認められる

ものでなければならないと解するのが相当であ

って、その修正申告書が提出される以前に課税

庁において当該申告内容についての調査が開始
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され、それにつき納税者が認識することができ

る程度の電話、文書等による連絡があった場合

には、その後に納税者の自発的な意思に基づく

修正申告書が提出されたとしても、通則法第 65

条第 5項に規定する『更正があるべきことを予

知してされたものでないとき』には当たらない

ものと解するのが相当である。」としている。こ

の事例は、請求人が原処分庁から来署依頼状を

受けたということが更正の予知に当たるかとい

うものである。請求人は、「来署依頼状は単に行

政指導を行うため来署を期待する文書に当たる

もので、『調査』が行われたものではなく、…調

査されていることを察知せずに、自発的に本件

修正申告書を提出したものであり、通則法第 65

条第 5項に規定する『調査があったことにより

当該国税について更正があるべきことを予知し

てされたものでないとき』に該当することから、

原処分は違法である」と主張したが、審判所は、

「本件来署依頼状には具体的に『B 物件について

お尋ねし説明したいから税務署においでくださ

い。』と記載してあり、このことは資産税担当職

員が請求人の確定申告書の申告内容を精査検討

したその結果からB物件の譲渡所得が申告され

ていないことを請求人に対し指摘し、かつ、連

絡していると認められることから、…通則法第

65 条第 5項に規定する『調査があった』という

べきである。」と裁決した。 

また、前述の国税不服審判所平成 9年 9月 30

日裁決は、「『決定があるべきことを予知してな

されたものでないとき』とは、納税者が何らか

の事由によって、申告書を提出しなければなら

ないことを認識し、これを決意したとしても、

その決意は、単に内心にとどまるものでは足り

ず、客観的に認められるものでなければならな

いと解されている。そうすると『決定があるべ

きことを予知してなされたものでないとき』に

当たるためには、その期限後申告書が提出され

る以前に、課税庁において調査が開始されたに

しても、その調査を納税者が認識できる以前に

自発的な意思に基づいて期限後申告書を提出し

た場合をいうものであると解するのが相当であ

る。」としている。そして、「原処分庁は、請求

人の同年分の地価税の課税価格を請求人に係る

資料等から算定した結果、申告義務があると見

込まれたことから法定申告期限前に当該申告書

等の用紙を請求人に送付し、法定申告期限内に

同年分の地価税の申告書が提出されていないこ

とを内部資料によって確認した上、F 税理士事

務所職員に対し電話で同年分の地価税について

申告書の作成を請求人から委任されているか、

また、地価税の申告書を提出しているか問い合

わせを行っており、本件地価税申告書が提出さ

れたのは原処分庁からF税理士が当該問い合わ

せを受けた直後であることからすると、『調査が

あったことにより決定があるべきことを予知し

てされたものでないとき』に該当せず、『予知し

てされた』と認められる。」としているのである。 

これらはいずれも、対象となる調査が納税者

によって認識され得るものか否かという観点か

ら、国税通則法 65 条 5 項等の「調査」該当性

を判断する立場であり、先に示した私見に合致

するのである。 

 

2 調査権限と国税通則法 65条 5項の「調査」 

(1) 他人に対する調査と国税通則法65条5項の

「調査」 

例えば、B 氏に対する調査がなされているこ

とを知ったA氏が自主的に修正申告をした場合

について、国税通則法 65 条 5 項の適用をどの

ように考えるべきであろうか。 

前述の東京地裁昭和 56 年 7 月 16 日判決は、

「更正があるべきことを予知してされたもので

はないとき」について、「税務職員がその申告に

係る国税についての調査に着手してその申告が

不適正であることを発見するに足るかあるいは

その端緒となる資料を発見し、これによりその

後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの

存することが発覚し更正に至るであろうという

ことが客観的に相当程度の確実性をもって認め

られる段階に達した後に、納税者がやがて更正

に至るべきことを認識したうえで修正申告を決

意し修正申告書を提出したものでないこと、言

い換えれば右事実を認識する以前に自ら進んで

修正申告を確定的に決意して修正申告書を提出

することを必要とする」と判示する。国税通則

法 65条 5項にいう「調査」が、「その申告に係

る国税についての調査」と規定されているとこ

ろからしても、判示されているように同法 65

条 5項の「調査」とは当該納税者の調査である

ということが前提とされているように思われ
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る19。ここにいう「調査」とは納税者に対する

当該国税に関する具体的な調査であるとするの

は、これまでの通説でもある20, 21。 

ところで、特定業種に対する一斉調査などを

考えた場合に、必ずしも、上記のように硬直的

に解するべきではないとする見解も考えられる。

例えば、「特定の業種について調査を実施し、個

別調査に着手する段階においてなされた修正申

告には、当該納税者に対して直接的具体的調査

を行っていないため、国税通則法 65条 3項（筆

者注：現行同法 65 条 5 項）が適用され加算税

を賦課することができないことという現象が生

じ、その合理性に疑問が残る。」とする見解があ

る22。かかる見解によれば、修正申告書の提出

が調査と密接な関係がある場合に、ある特定地

域の特定業種の調査が実施されたことをもって、

当該納税者の調査ということができないと厳格

に解すべきかについては事案次第ということに

なりそうである。 

もっとも、国税通則法 65 条 5 項の素直な文

理解釈からすれば、当該納税者の調査と当該納

税者による更正の予知を原因結果の関係として

捉えていると考えられるから、同業者である B

氏の調査によってA氏が自分の準備調査が実施

されているのを知り、これによって更正の予知

があったのであれば、この場合には「更正の予

知」があったともいい得るが、A 氏と同業の業

種別一斉調査の一環で行われた同業B氏の調査

があった段階でA氏が修正申告したような場合

を含むのは相当ではない。A氏が同業B氏の調

査によって自分の調査があることを予知したと

しても、二段階要件説を前提とする限り、国税

通則法 65 条 5 項の「調査があった」とはいえ

まい。 

 

(2) 他の納税者調査のための反面調査の実施 

ある納税者が他の納税者調査のための反面

調査を受けた場合には、かかる反面調査が他の

納税者の申告内容の調査を目的としているとは

いえ、当該納税者にとっては、自分の帳簿書類

等の調査を受けているのである。しかし、上記

(1)と同様に、他の納税者に対する調査であるこ

とにはかわりがないのであるから、一般的には

未だ当該納税者が政府に手数をかけたとまでは

いえないとする考え方もあろう。もっとも、反

面調査であるか、その本人の調査であるかがど

こまで意味を有するのかについては検討を要す

る。 

ここで少し考えなければならないのが、調査

権限との関係である。他の納税者の反面調査が、

調査を受けた納税者の所轄税務署長によって行

われている場合（すなわち、反面調査先も同一

の税務署所轄管内にあった場合）に、かかる反

面調査で反面先の納税者の不正などが発見され

ることもあろう。その際、税務職員がそれを放

置することは通常許容されないと解される。す

なわち、税務職員が反面調査の際に取引先納税

者の非違を発見したのであれば、当該反面調査

を直ちに取引先納税者本人の調査に切り替え、

あるいは併行して調査を進め、かかる取引先納

税者の不正を是正する必要がある。その場で反

面調査を中断して、かかる取引先納税者の調査

を行うか、別の機会に改めて調査を行うか、あ

るいはかかる調査をもってその場で是正のため

の手続に入るかは別として、税務署長はかかる

反面先納税者の申告是正に関する第一次判断権

行使を行う必要がある。なお、反面調査から反

面先納税者本人の調査への切り替えは法律上困

難な手続を要するものではないから、デュープ

ロセス上の問題は惹起されないと思われる。 

他の納税者の反面調査により反面先納税者

の誤りや不正が指摘されることは十分にあり得

る。反面先納税者の調査が実施された段階で当

該反面先納税者の申告内容に疑義を発見し、調

査の中でかかる疑義が解明されていくことが通

常であるから、既に政府の手数をかけていると

いえよう。したがって、政府に手数をかけてい

ないということで加算税免除と解するのは妥当

ではあるまい。 

次に他署管内の税務署職員による反面調査

があった場合には、どう考えるべきであろうか。

この場合は前述のような理解はできない。けだ

し、反面調査を当該取引先納税者本人の調査に

切り替えることが税務職員の調査権限との関係

で不可能であるからである。 

このように考えると、この問題は、税務職員

の調査権限との関係で捉えると整理し易いよう

に思われる。 

調査権限との関係で国税通則法 65 条 5 項の

「調査」を捉えようとする見解がある。例えば、
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池本征男氏は、「正当な調査権限を有する課税庁

の職員は、大蔵省設置法及び同施行令並びに大

蔵省組織規程（筆者注：現行財務省設置法及び

同施行令並びに財務省組織規則）等に定めると

ころによることとなる。従って、調査権限の及

ばない管轄外の課税庁の職員が行った調査は、

国税通則法 65条 3項（筆者注：現行同法 65条

5 項）等にいう『調査』に該当しない。これに

対し、税務署における事務分掌は行政組織内部

における法規範たる訓令に基づくものであるか

ら、例えば法人税担当部門に所属する職員が法

人税調査に際し他税目の調査を併せ行うことは

可能であり、かかる場合の調査は国税通則法 65

条 3項等にいう『調査』に該当する、と解して

差支えなかろう。」とされる23。このように調査

権限との関係で国税通則法 65 条 5項の「調査」

を捉えるという判断枠組みがある一方で、更正

権限との関係で同条項の「更正」を捉えるとい

う判断枠組みも考えられる。二段階要件説をよ

り厳格に解するとすれば、前者の考え方が採用

されるべきということになりそうである。 

このように考えると、他の税務署の調査が反

面調査などで行われているとしても、自分の納

税申告についての調査はないのであるから、調

査により更正されることはないだろうという納

税者の心理形成にも合致すると思われる。 

しかしながら、もう少し考えると、反面調査

で自分の帳簿書類を調べられている取引先納税

者が、この調査をきっかけとして、自分の所轄

税務署長に連絡が行き、既に内部調査が行われ

ていることを知った納税者が、いずれ近いうち

に自分が更正処分を受けることになると考えた

場合に、この手の「更正の予知」が国税通則法

65 条 5項の「更正の予知」とされるものから排

除されるであろうか。すると、やはりここでも

当該内部調査の実施が外部から窺い得るもので

あるか否かという点は大きな意義を有すること

になるのではなかろうか。 

 

(3) 調査権限と国税通則法 65条 5項の「調査」

―具体的事例の検討 

このように調査権限の射程から国税通則法

65 条 5項の「調査」を考えることは、解釈論上

の一定の指針として明確なものであり、左袒し

たい。 

ここでは同業者への調査の問題を考察する

に資する事例として、前述の大阪地裁昭和 29

年 12月 24日判決を確認しておこう。 

前述の大阪地裁判決は、「大阪国税局は、パ

チンコ球製造業者一般が多額の脱税をしている

という情報を探聞し、昭和 27 年 8 月初頃から

これらの業者につき調査を開始し、原告会社に

ついては…までの間にその所有機械及び製造能

力を調査し、…原告会社の使用電力量、…仕入

材料高を調査し、…原告会社の第二会社である

A 社についても調査を実施したこと、また原告

会社においては、その頃大阪国税局よりA社の

営業所の所在につき電話で尋ねられ、社員Fが

その応待に当り、なおA社に対する調査につい

てもその当日直ちに通報を受けていること、大

阪国税局が同業者Bに対し法人税法違反の嫌疑

により同月 11 日強制捜査を行い、このことが

新聞ラジオ等により報道され原告会社において

これを知り、なおその翌日である同月 12 日に

は原告会社代表取締役Cは原告会社がD及びE

の架空名義で大阪銀行F支店に有していた普通

預金残額全部を払出し、その預金通帳を焼却し

たことを認めることができるのであり、以上の

認定した事実を綜合して考えると、同年 9 月 2

日原告会社が修正申告書を提出したのは同会社

に対する政府（大阪国税局）の調査に因り更正

があるべきことを予知してしたものであると認

めるのが相当」と判示している。 

ここでも、納税者の認識を「調査があったこ

とにより」の理解に繋げる私見が妥当すると思

われる。 

東京高裁平成 14 年 9 月 17 日判決（訟月 50

巻 6 号 1791 頁）は、控訴人が絵画取引の仲介

手数料収入を除外して確定申告をしたが、その

後修正申告をしたところ、被控訴人が重加算税

賦課決定処分を行ったため、控訴人がその取消

しを求めた事案である。 

この事件においても「調査」を納税者が認識

し得るものとして捉えている。 

東京高裁は、原審東京地裁の判断を維持した。

控訴人は、控訴人が国税当局に対し自発的に修

正申告を行う意思表示をした平成3年 4月2日

当時、国税当局のそれまでのM商事、C、Dに

対する調査によっても本件絵画取引に控訴人が

介在した事実及び控訴人の本件仲介手数料収入
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の存在を発見することが困難であり、また、国

税当局が仮名口座であるE名義口座の存在を突

き止めていたこと等の事実があったとしても仮

名口座であるE名義の銀行口座が誰に帰属する

のかについて全く手がかりもなく解明できなか

った状況にあり、未解明の預金手形 15 枚の流

れや本件絵画取引の全体像はその後の控訴人の

説明によってはじめて判明したのであって、上

記の仮名口座預金の発覚も第三者の納税義務に

関するいわゆる「横目資料」によるに過ぎず、

本件仲介手数料収入について具体的に納税者を

特定した調査は行われておらず、控訴人の当初

申告が不適正であることを発見するに足るかあ

るいはその端緒となる資料もなかったから、控

訴人の第一次修正申告は、国税通則法 65 条 5

項にいう「その申告に係る国税についての調査」

がない時点においてその修正申告書が提出され

たものである旨を主張した。 

これに対して、東京高裁は、「本件規定にい

う『調査』とは、修正申告の対象となった特定

の国税についての『調査』でならなければなら

ないが、課税庁が当該納税者を具体的に特定し

た上でする直接的な調査でなくても、当該調査

が、客観的にみれば当該納税者を対象とするも

のと評価でき、納税者が自らの申告に対して更

正のあるべきことを予知できる可能性があるも

のである限り、同『調査』に該当するというべ

きであるところ、本件においては、平成 3 年 4

月 2日より以前の時点で、調査第一部は、本件

絵画取引に係る調査を行い、同取引に使用され

た預手のうち仮名で裏書され実際の帰属先が不

明のもの 15 枚を特定し、その帰属先を明らか

にすべく同取引の一方の当事者である M 商事

及び関係する金融機関の調査を行い、その結果、

控訴人が開設した仮名口座であるE名義口座の

存在を突き止め、控訴人自身の口座である上記

仮名口座が調査の対象となっていたのであり、

税務職員が、申告に係る国税についての調査に

着手してその申告が不適正であることを発見す

る端緒となる資料を発見したということができ

るから、客観的にみれば控訴人自身に対する調

査が着手されていると評価することができる。」

と判示したのである。 

すなわち、国税通則法 65 条 5 項にいう「調

査」とは、修正申告の対象となった特定の国税

についての「調査」でなければならないが、税

務官庁が当該納税者を具体的に特定した上です

る直接的な調査でなくても、当該調査が、客観

的にみれば当該納税者を対象とするものと評価

でき、納税者が自らの申告に対して更正のある

べきことを予知できる可能性があるものである

限り、同「調査」に該当するとしたのである。 

もっとも、この事件は裁判所の認定事実によ

れば、平成 3年 4月 2日の段階で国税庁長官に

対して修正申告を行う意思があることを説明し

ていたり、調査担当者に対して、不正と知りな

がら裏取引の約束を守る目的があったという発

言をしていたり、連日本件絵画取引に関してな

されていた新聞報道の内容が真実と異なってい

ることを説明しているなどいわば特異ともいえ

る事実が介在する事例判決であるということが

できよう。 

 

(4) 他税目の調査 

他税目調査に関しても同様の問題がある。 

碓井光明教授は、「他の関連する税目に関す

る調査は、文理上『その申告に係る国税』に関

する調査とはいえない」とされる24。なるほど、

浦和地裁昭和 56 年 5 月 29 日判決（行裁例集

32巻 9号 1692頁）25が「『道府県知事の更正ま

たは決定があるべきことを予知してなされたも

の』（筆者注：地方税法 72 条の 47 第 3 項（当

時）の規定）とは、申告書または修正申告書の

提出が道府県知事による納税義務者に対する当

該事業税に関する具体的調査が行なわれた後に

なされた場合ばかりではなく、同一人に対する

法人税に関する国税官署による具体的調査が行

なわれた後に右調査の事実を認識してなされた

場合も含まれると解するのが相当である。けだ

し、法人の事業税の課税標準となる所得の算定

は、特別の定めのない限り法人税の課税標準所

得計算の例によるとされており（法 72条の 14

第 1 項）、したがって、納税義務者としては、

法人税に関する調査がなされ、右調査に基づい

て、たとえ納税義務者において修正申告をなさ

なくとも、法人税に関する当該税務署長による

更正がなされることが予知しうる事態となれば、

その結果が、事業税の課税標準にも及び、いず

れは事業税に関する道府県知事による更正がな

されるに至るであろうことは、当然予測できる
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ものというべく、右の意味での納税義務者の予

知があれば足り、修正申告書提出の際に県知事

が更正の要件の存在を了知していることは必要

ではない。」と指摘する。すなわち、事業税に関

する加算金に係る更正の予知の規定には、「その

申告に係る事業税」というような限定がないた

め、法人税に関する税務署の調査であってもよ

いとされているのである。この事例を前提とす

ると、国税通則法 65 条 5 項の解釈に当たって

は「その申告に係る国税」という文言を意識し

た上で解釈をすべきという理解に繋がり得るよ

うにも思われる26。 

もっとも、かような裁判例があることを認識

した上であっても、「その申告に係る国税」の解

釈論上、「その申告に関係する国税」であればよ

いと理解ができないことはない。したがって、

まったく何らの関係もない調査であるという場

合は別として、その申告との間に関係性を認め

得る限りにおいて他税目の調査であったとして

も、そのことのみでかかる調査が排斥されると

解する必要はないのではなかろうか。 

この点については、国税不服審判所平成元年

12 月 11 日裁決（裁決事例集未登載）が参考と

なろう。かかる事例は、請求人らの相続人が提

出した相続税申告内容に対する調査の段階で、

請求人本人に有価証券の継続的取引から生ずる

所得の申告漏れが判明した場合の修正申告書の

提出について、過少申告加算税が課されるか否

かが問題となった。請求人は、今回の調査は相

続税の調査であり、調査担当者から所得税の調

査に移行する旨の告知がなされていないから、

国税通則法 65 条 5 項の「その申告に係る国税

についての調査」、すなわち、所得税についての

調査があったことにならないと主張したが、こ

れに対して同審判所は、「国税通則法第 65条の

規定の趣旨に照らせば、『その申告に係る国税に

ついての調査』とは、調査担当者の所属部門、

調査の目的、その他調査の形式にかかわらず、

納税者がその申告に係る国税について更正があ

ることを予知するに足る調査をいうと解するの

が相当であり、例えば、ある税目の調査の過程

において、その税目と異なる申告に係る国税の

申告漏れにかかわる調査が行われた場合もこれ

に該当するものというべきである。」と判断を下

している。 

因みに、自首刑減を規定する旧刑法 42 条の

「未タ官ニ発覚セサル前」の「官」については、

犯罪捜査官憲をいうとされており27、28、全体と

しての捜査機関を指すと解されているのと類似

するが、国税通則法 65 条 5 項の解釈に当たっ

て他税目担当の税務職員による「調査」を排除

するとすれば、同条項の解釈は相対的にみて消

極的であるともいえよう。 

 

(5) 国税査察官による調査 

国税査察官による調査を国税通則法 65 条 5

項にいう「調査」に含めて解釈すべきか否かに

ついても議論があるところであるが、これを含

めて解釈すべきとする考え方が多数説ではなか

ろうか29。 

かような考え方が国税不服審判所昭和 46 年

8月 9 日裁決（裁決事例集 3号 1頁）において

示されているので確認しておこう。裁決は、「第

65条第 3項に規定する『その申告に係る国税に

ついての調査があったことにより当該国税につ

いての更正があるべきことを予知してされたも

の』の意義は、大蔵省設置法、同法施行令およ

び大蔵省組織規程等に照らして正当な権限を有

する収税官吏により、当該納税義務者または徴

収義務者に対する所得税、法人税その他直接税

に関する実地または呼出等の具体的調査により、

当該所得金額または所得税額に脱漏があること

を発見された後になされた申告または納付を指

するものと解される。」とした上で、「請求人は

国税査察官の調査を受けたが、それは、あくま

で当社に対する調査ではなく、資料収集等のた

め臨場されたものと考えていると主張し、また、

国税査察官は調査に際しては、当社の法人税法

違反けん疑のために調査に臨場した旨を明確に

申し渡したと主張する。これを判断するに請求

人が昭和44年7月31日に当該法人税修正申告

書を提出する前に国犯法により収税官吏として

の権限を有する国税査察官が請求人の備え付け

帳簿を具体的に調査しており、その調査により

昭和 43 年 12 月 31 日に提出された当初申告の

所得金額に脱漏があることが発見されていると

ころから見て、請求人の右主張は是認し難く、

その後に提出された当該法人税修正申告書は法

第 65 条第 3項（筆者注：現行同法 65条 5項）

の規定に該当するものと認めることはできな
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い」と判断をしている。 

ここでは国税査察官が法人税法違反嫌疑の

ためとはいえ、大蔵省設置法（現財務省設置法）、

同法施行令及び大蔵省組織規程（現財務省組織

規程）等に照らせば、法人税調査の権限を有し

ており（国税犯則取締法上の「調査」ではある

が、法人税法違反調査であり）、同国税査察官に

よる調査が、権限からして、国税通則法 65条 5

項にいう「調査」から除かれる積極的根拠を有

しないと解しているのであろう30。裁決はかよ

うに国税査察官の有する調査権限を前提として

整理をしているが、あくまでも国税犯則取締法

に基づく犯則調査（国犯 1①、2①②）31は、国

税通則法 24 条の「調査」とは異なるものであ

る。 

単に国税査察官が法人税法違反調査の権限

を有しているということのみで、国税査察官の

行う調査を国税通則法 65 条 5 項の「調査」と

いい切れるか否かについては議論のあるところ

であろう。 

むしろ、国税査察官による調査結果が税務職

員に連絡されることにより、税務署長による「調

査」が実施されているということを外部から窺

い得るとした上で、かかる判断が示されるべき

なのではあるまいか。国税査察官による調査は

同時に税務署長に対する申告書の領置から始ま

り、当然に非違事項の連絡に基づく内部調査が

なされていると理解できよう。なお、この点に

ついては、第三者の税務調査により納税者の古

い匿名預金が発覚したことに伴い、調査着手か

ら3日後に提出された修正申告書に対して課さ

れた過少申告加算税の適否が争われた事件であ

る前述の東京地裁昭和 56年 7 月 16日判決32も

参照されたい。 

 

3 納税者の内心と客観的認定 

ところで、納税者の認識レベルから「調査が

あったこと」や「更正の予知」を理解するとい

う私見の考察に当たって考えておかなければな

らない論点として、A 氏自身の認識能力のレベ

ルを考慮に入れる必要があるか否かという点が

ある。すなわち、仮にA氏の周辺調査が進行し

ていたとしても、A 氏自身が楽観的で更正など

あるはずはないと考えている場合（考えたと推

察される場合）と、A 氏が悲観的で、周辺調査

が始まったということは必ずや自らの更正処分

の準備も進んでいるはずと考えている場合とで、

何等かの差異を求める必要があろうか。 

この点については、前述の東京地裁昭和 56

年判決のいうように「客観的」なところで認定

がなされるべきであると考える。納税者の内心

的な部分に入り込む必要性を強調することは、

いたずらに困難な認定に持ち込むことにもなろ

う。 

したがって、平均的納税者が窺い得る調査に

よって、客観的に更正があるべきことを予知す

ると考えるか否かによって判断がなされるべき

であろう。 

 

Ⅲ 「更正の予知」の時期 

1 問題点の所在 

政府に手数をかけさせていない場合に加算

税を免除するという趣旨が国税通則法 65 条 5

項にあるとすれば、税務職員による調査があっ

てから修正申告が提出された場合には更正の予

知があったとする考え方がある反面、自発的是

正処理を促すことに同条項の趣旨があるとする

なら、調査が始まったとしても、端緒の把握や

非違の指摘があるまでに提出した修正申告書は

自主修正として、加算税を課すべきではないと

いう考え方もあり得る。 

もっとも、そのように解したとしても、調査

の初期の段階で修正申告書を提出したのであれ

ば、政府に手数をかけたとはいえないし、既に

調査が始まってから提出された修正申告書を自

発的是正というのは妥当ではないとする考え方

もあり得る。かように考えると、「更正の予知」

の時期の解釈を国税通則法 65 条 5 項の趣旨の

みから直接導き出すことには困難が待ち受けて

いるともいえよう。 

ここで、会社に税務署の調査官が臨場した場

合を例に考えると、会社の玄関口に税務職員が

来た時に、経理担当者がその場で修正申告書を

提出した場合、果たしてこれに加算税を課すべ

きなのか、課すべきではないのかといった議論

がある。 

この点については、調査着手説、端緒把握説

及び具体額発見説あるいは具体的非違事項指摘

説という見解に分説される。論者によって若干

カテゴリーに差異がみられるところではあるが、
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概ねここで示す3つの考え方に収斂されるとい

えよう。 

 

2 調査着手説 

最高裁判決のなかは、実際にもう調査が始ま

っているのであれば、その段階で提出された修

正申告書は、更正が予知されたものとして理解

すべきであるという考え方を示しているものが

ある。調査着手以後に提出された修正申告につ

いては加算税が課されるべきだという考え方は

一般に調査着手説と呼ばれている。 

最高裁昭和 51 年 12 月 9 日第一小法廷判決

（訟月 22 巻 13 号 3050 頁）33は、「過少申告加

算税は、修正申告書の提出があったときでも、

原則としては、賦課されるのであり（国税通則

法 65条 1項）、その提出が、その申告に係る国

税についての調査があったことにより当該国税

について更正があるべきことを予知してされた

ものでないときに、例外的に、課せられないこ

ととされているにすぎないのである（同条3項）。

原審が確定した事実によれば、亡正夫が嘆願書

を提出したのは、すでにその申告にかかる昭和

39 年分の所得税について調査を受けたのちで

あったというのであり、仮に、税務職員の適切

な指導･助言により、亡正夫が、嘆願書を提出し

た時期に修正申告書を提出していたとしても、

更正処分を受けるべきことを予知してこれを提

出したことになるものというべきであって、過

少申告加算税の賦課を免れない」と判示してい

る。 

当初申告が不適正であることを停止条件と

して加算税の賦課を行うという考え方がある34。 

この考え方によれば、停止条件は既成条件で

あるから、先の申告が不適正である場合に課税

庁が調査をしたときは、課税庁はいずれ不適正

を発見するのであるから、調査着手の時点で加

算税の賦課要件が整ったとするのである。しか

しながら、「調査＝不適正の発見」というのはそ

の確立が高いということはいえたとしても、必

ずしも説得的であるといえるであろうか。 

むしろ、既に申告内容を熟知している納税者

にとって調査が始まったということは不適正を

指摘されることを意味すると考えるのが、一般

的な納税者の更正の予知に関する実情に合致し

ているように思われるのであって、かように説

明する方が説得的であるようにも思われる。 

 

3 端緒把握説 

これに対して端緒把握説は、単に税務職員が

調査を開始したというだけでは「更正の予知」

があったとすべきではないという考え方である。

実際に税務職員は何も見つけずに是認として帰

る可能性もあるわけで、調査があったというだ

けで、更正があると予知しているとまでは言い

切れない。実際に税務職員が調査に来て、何ら

かの非違の端緒となるもの、若しくは申告が不

適正であることを発見するに足りるか、若しく

は端緒に当たるような資料を発見する段階以前

に提出された修正申告については、更正を予知

して提出された修正申告書ではないとして加算

税を課すべきではないという考え方があり得る。

判例通説は、この考え方、すなわち端緒把握説

によっていると理解してよいといえよう。 

例えば、前に述べた東京地裁昭和 56 年 7 月

16 日判決は、「修正申告書の提出が『調査があ

ったことにより…更正があるべきことを予知し

てされたものでないとき』というのは、税務職

員がその申告に係る国税についての調査に着手

してその申告が不適正であることを発見するに

足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、

これによりその後調査が進行し先の申告が不適

正で申告漏れの存することが発覚し更正に至る

であろうということが客観的に相当程度の確実

性をもって認められる段階に達した後に、納税

者がやがて更正に至るべきことを認識したうえ

で修正申告を決意し修正申告書を提出したもの

でないこと、言い換えれば右事実を認識する以

前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して修

正申告書を提出することを必要とし、かつ、そ

れをもって足りると解すべきである。」としてい

る。 

また、東京高裁昭和 61年 6月 23日判決（行

裁例集 37巻 6号 908頁）35 は、「文理上、右条

項は調査着手以前に申告書が提出された場合を

問題とするものではなく、調査着手後に提出さ

れた場合にその適用の有無を問題としているも

のであることは明白である。従って、調査着手

後の提出はすべて予知してされたものであると

解するのは、明らかに右の文理に反することに

なる。又、実際問題としても、被控訴人のよう
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な解釈をとると、調査着手以前に修正申告を決

意していた納税者も、たまたま申告書提出以前

に調査の着手があったときは、折角その後に申

告書を提出してみても重加算税を課せられてし

まうのであるから、むしろ申告書を提出するの

をやめ、調査の結果を見守り、発覚した分につ

いてのみ重加算税を支払うにとどめ、未発覚分

があるときはその分の申告をやめてしまうであ

ろうことが容易に考えられる。」として調査着手

説を排斥している。 

そして、「実際問題として、納税者側の脱漏

所得に対する隠ぺい･仮装等が巧妙、悪質であれ

ばある程、税務職員において所得脱漏の事実を

把握することが困難となる訳であるから、調査

進展の段階として控訴人主張の段階まで調査が

進むことを必要とするならば、悪質な納税者ほ

ど調査を受けてもこれに協力しないで何とか所

得脱漏の事実を隠ぺいしてあわよくば追加税額

と重加算税の双方を免れようとし、いよいよ右

事実を発見されそうになったとき、その寸前に

申告をして重加算税だけは免れてしまうことに

なり、その不当なことは明らかである。」と説示

し、次に示す具体額発見説をも排斥した上で、

前述の東京地判昭和56年7月16日判決の判断

を支持しているのである。 

 

4 具体額発見説 

更に、具体的にその非違事項を指摘した段階

までに提出された修正申告は更正を予知してさ

れたものではないとする考え方も、少数ではあ

るが散見される。 

前述の和歌山地裁昭和50年6月23日判決は、

「税務当局が、当該納税申告に疑惑を抱き、調査

の必要を認めて、納税義務者に対する質問、帳

簿調査等の実地調査に着手し、これによって収

集した具体的資料に基き、先の納税申告が適正

なものでないことを把握するに至ったことを要

するものと解すべきである。しかしそれ以上に、

税務当局が、申告もれの所得金額を正確に把握

し、更正をなすに足りる全資料を収集していな

ければならないものでもない。そして、先の申

告が不適正であり、かつ、申告もれが存するこ

とが明らかになれば、いずれ当局によって更正

がなされることは当然であるから、納税義務者

において、当局の調査進行により先の納税申告

の不適正が発覚することを認識しながら、修正

申告書を提出することは、他に特段の事情のな

い限り、右にいう『調査があったことにより…

更正があるべきことを予知してなされたもの』

と推認することができるものと解すべきであ

る。」と判示している。 

 

5 小括 

税務調査において過少申告額が明確にされ

るのは、通常その税務調査の終結時であるから、

それまで「更正の予知」を認めないと考えるの

は、加算税制度の趣旨を没却することになるし、

また、税務調査の実態を無視することにもなる

のではなかろうか。一方で、納税者側において

は、申告当初から過少申告の事実を承知してい

る場合もあるわけであり、その場合にはその調

査が開始されれば、いずれは更正されることを

認識できるはずである。 

通常、調査の進展に応じて、納税者側におい

て、いずれ更正されるであろうという蓋然性の

認識が形成されていくと考えられる。この点に

ついて、前述の東京地裁昭和 56年 7月 16日判

決が、「税務職員がその申告に係る国税について

の調査に着手してその申告が不適正であること

を発見するに足るかあるいはその端緒となる資

料を発見し、これによりその後の調査が進行し

先の申告が不適正で申告漏れの存することが発

覚し更正に至るであろうということが客観的に

相当程度の確実性をもって認められる段階に達

した後に、納税者がやがて更正に至るべきこと

を認識したうえで修正申告を決意し修正申告書

を提出したものでないこと、言い換えれば右事

実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定

的に決意して修正申告書を提出することを必要

とし、かつ、それをもって足りると解すべきで

ある。」と判示しているところである。 

端緒把握説は一定の説得力を持っているが、

端緒把握説を基調としながらも、これに偏して

解釈し、調査着手説を排除することにも大きな

問題がある。すなわち、具体的には端緒の把握

のあった段階で更正予知とみるべきであると考

えるとしても、実務面を考慮すれば、何を持っ

て端緒把握と考えるのかというのが、極めて微

妙な問題、要素を含んでいると考えられるので

ある。そこで、消極に過ぎる取扱いがなされる
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と、そもそも適正申告を促すために設けられた

加算税制度の趣旨に悖る結果をも招来しかねな

い。納税者が自己に対する税務調査が行われて

いることを窺い得る状況に至った後に提出され

た修正申告書は、更正の予知があるものと解す

べき余地があるのではなかろうか。 

したがって、基本的には、更正の予知の解釈

に当たっては、端緒把握説が妥当するとしつつ

も、調査着手説の考え方をも包含した解釈を採

る立場に妥当性を見出し得る。かような理解は、

「政府に手数をかけさせていない」納税者自身に

よる申告是正には加算税を課さないとする加算

税免除の趣旨にも通じるところである。 

調査着手説に対しては、調査の拙劣さから過

少申告の事実が明らかにされない場合もあり得

るという期待が考慮されていないという反論も

あり得るが、かような期待を考慮する必要性は

極めて乏しいといわざるを得ない。 

かような考え方を前提として、例えば、税務

職員が調査のために会社に臨場した際、会社の

玄関先で経理担当者が提出した修正申告書が、

国税通則法 65 条 5 項に規定する「更正がある

べきことを予知してされたもの」に該当するか

という問立てに対しては、どのように考えるべ

きであろうか。 

ここにいう調査着手とは、二段階要件説を前

提とする限り、「更正の予知」があったという段

階を意味する「調査」の着手を意味しなければ

ならないから、事業所等への臨場のあったこと

のみを指すのではなく、具体的に調査が実施さ

れていることを意味すると解すべきであろう。

したがって、臨場の上、例えば帳簿調査の実施、

現況調査の実施等、具体的に調査が開始ないし

進行していることが必要であると考えるべきで

あろう。 

この点、国税不服審判所昭和 57年 3月 26日

裁決（裁決事例集 23号 15頁）は、請求人が昭

和56年4月15日に提出した修正申告書が更正

を予知してされたものであるか否かが争われた

事件において、「昭和 56 年 4 月 13 日の原処分

庁の電話連絡は請求人に対する調査日時の取決

めに終わっており、その通話の詳しい内容がど

うであったか、また、具体的に確定申告書に記

載された所得金額等の非違の有無について触れ

たのかどうかなどを認定するに足りる資料もな

く、当審判所の調査によっても、同日又は翌 14

日には請求人に対する本件申告に係る所得税の

調査に着手したと断定することは困難である。」

と判断している。 

このように考えると、上記のようなケースで

は、会社の玄関先で提出された修正申告書を具

体的な調査の開始後に提出されたものと理解す

るのは難しいと思われる。したがって、この場

合には、「更正があるべきことを予知してされた

もの」に該当しないこととなると解されよう。

ただし、このような事例でも、ケースバイケー

スで考えるべきであり、必ずしも一般論では解

決し得ないかも知れない。もっとも、納税者が

取引先の税務調査等により自身の過少申告の事

実を税務当局が把握したことを認識しているケ

ースでは、「更正があるべきことを予知してされ

たもの」に該当すると解されることになるので

はなかろうか。この点は既に述べたとおりであ

る。 

 

結びに代えて 

そもそも修正申告の提出があった場合には

原則として加算税が課されることとされている。 

したがって、前述の東京地裁昭和 56 年 7 月

16 日判決が示すように、「更正の予知」がない

場合の自主修正による加算税の免除は例外的な

措置に過ぎないと理解すべきであろう。 

すなわち、同判決は、「『申告に係る国税につ

いての調査があったことにより当該国税につい

て更正があるべきことを予知』することなく自

発的に修正申告を決意し、修正申告書を提出し

た者に対しては例外的に加算税を賦課しないこ

ととし、もって納税者の自発的な修正申告を歓

迎し、これを奨励することを目的とするもの」

とするのである36。更正が予知されていないと

ころでの自主的な修正申告が提出された場合の

例外的措置として加算税が免除されているに過

ぎないとの理解は、最高裁においても支持され

ている。前述の最高裁昭和 51年 12 月 9日判決

は、「過少申告加算税は、修正申告書の提出があ

ったときでも、原則としては、賦課されるので

あり（国税通則法 65条 1項）、その提出が、そ

の申告に係る国税についての調査があったこと

により当該国税について更正があるべきことを

予知してされたものでないときに、例外的に、
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課せられないこととされているにすぎない」と

判示しているのである。 

このように考えると、本稿において考察を加

えた「更正の予知」なき場合の加算税免除を拡

張的に解釈することには消極的にならざるを得

ないと改めて理解する必要があろう。 
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注：現行同法65条 5項）の規定も、調査をした職員

が当該国税の担当職員であることを要するものと定

めているのではないと解すべきである。同族会社およ

びこれと類似し経営の実体が個人営業と大差のない

法人ならびにこれらの法人の役員個人、役員個人でな

ければ法人という二者択一の関係にある場合の多い

ことは公知の事実である。かかる場合に、たとえば法

人税の担当職員が法人を隠蔽財産に関する納税義務

者と認めて法人役員に調査した結果、当該役員の個人

財産であるとの回答を得たときは、必然的に役員個人

を納税義務者とする他の国税につき調査をした結果

を招来するのであって、かかる結果を一概に違法視す

ることはかえって国税の公平な賦課を阻害すること

になり、許されないものといわなければならない。」

と判示している。 
24 碓井･前掲注 16、127頁。 
25 この判断は控訴審東京高裁昭和 56年 9月 28日判

決（行裁例集 32巻 9号 1689頁）においても維持さ

れている。 
26 もっとも、碓井教授は他税目の調査を含まない見
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解を示された上で、なお、税務署における同時調査の

実情に鑑みて、「税務署の調査職員が『法人税の調査

に参りました』と告げて調査を開始した場合であって

も、源泉所得税に関する調査も含んでいると解すべき

であるとされる可能性が高い。」と述べられているこ

とに留意すべきであろう（碓井･前掲注 16、127頁）。 
27 かような理解の上で、捜査官の誰かに知られてい

れば自首ではないと解されている（田宮裕「自首･首

服」団藤重光『注釈刑法(2)Ⅱ総則(3)』442 頁（有斐

閣 1976））。 
28 現行刑法 42 条は、「罪を犯した者が捜査機関に発

覚する前に自首したときは、その刑を軽減することが

できる。」と規定しているが、ここにおける「捜査機

関」についても同様に解されると思われる。 
29 志場･前掲注 20、657頁、碓井･前掲注 16、126頁

参照。 
30 財務省規則 516 条、517 条、518 条、財務省組織

令 92条などを参照。 
31 国税犯則取締法上の調査には、質問、検査及び領

置（国犯 1）の方法による任意調査と、臨検、捜索及

び差押え等（国犯 2、3）の方法による強制調査があ

る。 
32 前掲注 4参照。 
33 第一審は神戸地裁昭和 47年 7月 31日判決（税資

66号 102頁）、控訴審は大阪高裁昭和 49年 11月 21

日判決（税資77号 458頁）。 
34 扇沢･前掲注 3、25頁以下。 
35 判例評釈として、碓井･前掲注 16、118頁以下、上

田幸穂「判評」税務事例18巻9号 26頁以下参照。 
36 神戸地裁昭和 58 年 8 月 29 日判決（税資 133 号

23頁）も、「過少申告加算税の制度、趣旨に照らすな

らば、修正申告書の提出があった場合には当初適正な

申告がなかったものとして、原則として過少申告加算

税が課されることになる（通則法 65 条 1 項）。しか

し、通則法 65条 3項は、この場合の例外として、右

修正申告書の提出がその申告に係る国税の調査があ

ったことにより、その国税について更正があるべきこ

とを予知してされたものではないとき、すなわち、納

税者が自発的に修正申告書を提出した場合に限って、

過少申告加算税を賦課しないことを定めたものであ

る。」と説示する。 
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